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IFRSに準拠して財務諸表を作成している企業は、新
たに公表される基準書や解釈指針書を確認して、その
影響を調査し会計処理及び表示・開示を検討する必要
があります。IFRSの改訂は、IFRSの基本原則に関す
る重要な改訂から年次改善プロセスに含まれるような
比較的軽微な改訂まで多岐にわたりますが、財務諸表
作成者はこれらの動向を常に把握しておく必要があり
ます。
本稿では、2022年3月期から強制適用される基準

の改訂について解説します。なお、文中の意見にわた
る部分は筆者の私見であることをお断りします。

22年3月期から強制適用される基準改訂の内容は以
下の通りです。本稿では、Ⅲ以降でこれらの基準改訂
について詳述します。

1. 概要
IASB（国際会計基準審議会）は、20年8月27日に

「金利指標改革－フェーズ2（IFRS第9号、IAS第39号、
IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の修正）」を
公表しました。フェーズ2の改訂の公表をもってIASB

の金利指標改革への対応プロジェクトは完了となって
います。
本改訂は、金利指標改革に伴い、銀行間調達金利

（IBOR）が代替リスクフリーレート（RFR）に置き換
えられる時点で財務報告に及ぼす影響を会計処理する
に当たっての救済措置を定めています。

2. 金利指標改革を起因とする契約上のキャッシュ・
フローを算定するための基礎の変更に関する実務
上の便法
本改訂は、金利指標改革に直接起因する契約条件や
キャッシュ・フローの変更を、市場金利の変動と同じ
ように、変動金利の変動として扱うよう求める実務上
の便法を定めています。この実務上の便法が使用でき
るためには、IBORからRFRへの移行が経済的に同等
の基準で行われている必要があります。
信用スプレッドや満期日の変更など、その他の変更
が同時に行われている場合には、それらの変更を評価
し、当該変更が大幅に異なるものである場合には、金
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融商品の認識を中止します。一方、当該変更が大幅に
異なるものではない場合、更新した実効金利（EIR）
を用いて金融商品の帳簿価額を再計算し、条件変更に
よる利得又は損失を純損益に認識します。
実務上の便法は、IFRS第4号の適用企業が、IFRS

第9号の適用免除を選択（すなわち、IAS第39号「金
融商品：認識及び測定」を適用）している場合にも求
められ、また、IFRS第16号「リース」については、
金利指標改革によるリースの条件変更にもその適用が
求められます。

3. ヘッジ関係の中止に関する救済措置
本改訂は、金利指標改革に起因する条件変更の場合
には、ヘッジ関係を中止することなくヘッジ指定及び
ヘッジ文書を修正することを容認しています。容認さ
れる修正としては、ヘッジ対象リスク自体をRFRを参
照するように再定義することや、RFRへの参照を反映
するようにヘッジ手段及び（又は）ヘッジ対象について
の記述を修正することなどが挙げられます。当該修正
は、金利指標改革により求められる条件変更が行われ
た報告期間の末日までに完了させる必要があります。
移行時に発生する可能性がある利得又は損失は、

IFRS第9号及びIAS第39号の通常のヘッジ非有効性の
測定及び認識に関する規定を通じて処理されます。
キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金の累計額はRFR

に基づくものとみなされます。当該キャッシュ・フ
ロー・ヘッジ剰余金は、RFRに基づくヘッジ対象たる
キャッシュ・フローが純損益に影響を与えるのと同じ
期間において、純損益に振り替えられます。
また、IAS第39号に定められるヘッジ有効性の遡

そ

及的評価については、RFRへの移行時、企業はヘッジ
ごとに、公正価値の変動累計額をゼロに再設定するこ
とを選択できます。
本改訂は、指定された金融商品グループに含まれる
項目（マクロ・キャッシュ・フロー・ヘッジ戦略の一
部を構成する項目）に対しても、金利指標改革により
直接的に条件変更が求められることになったものに
ついては救済措置を定めています。当該救済措置に
よって、そのようなヘッジ戦略を中止せずに引き続き
維持することが可能になります。ヘッジ対象グループ
に含まれる金融商品は、それぞれ異なるタイミングで
IBORからRFRへ移行することになるため、ヘッジ対
象リスクとしてRFRを参照する金融商品により構成さ
れる各サブグループへ、それぞれ順次移されることに

なります。
金融商品がRFRに移行するにつれ、ヘッジ関係を

複数回にわたって変更する必要が生じる場合があり
ます。フェーズ2の救済措置は、ヘッジ関係がIBOR

改革に直接起因して変更される都度適用されます。
フェーズ2の救済措置は、IBOR改革により求められ
る金融商品及びヘッジ関係に対する変更が全て行われ
た時点で終了します。

4. 独立して識別可能なリスク要素
本改訂は、RFR参照金融商品がリスク要素のヘッ

ジとして指定される場合に「独立して識別可能」の要
件を満たさなくてもよいとする一時的な救済措置を定
めています。本救済措置により、企業は、ヘッジの指
定時点で、RFRリスク要素が向こう24カ月の間に独
立して識別可能になると合理的に見込んでいる場合、
「独立して識別可能」の要件は満たされているとみな
すことができます。

5. 追加的な開示
IFRS第7号「金融商品：開示」は以下を追加してい
ます。

6. 移行措置
本改訂は強制適用であり、早期適用も認められます。
ヘッジ関係が金利指標改革で必要となった条件変更の
みを理由として中止されており、したがって、仮にそ
の時点でフェーズ2の改訂が適用されていたならば、
ヘッジ関係が中止されることがなかった場合には、
ヘッジ関係を復活させなければなりません。なお、本
改訂は遡及適用されますが、過年度の修正再表示は求
められません。

• 企業がどのようにRFRへの移行、その進捗及び
金利指標改革により企業がさらされる金融商品
から生じるリスクを管理しているかの説明

• 未だRFRに移行していない金融商品に関する定
量的情報（重要な金利指標ごとに分解して表示）

• 金利指標改革により企業のリスク管理戦略に変
更が生じている場合はその変更の説明
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1. リースの借手の簡便法
新型コロナウイルス感染症の拡大及び世界各国の政
府の対策を受け、多くの借手が何らかの形態の賃料減
免を貸手から受けています。このような賃料減免はさ
まざまな形態が見られますが、例えばリース料の減額
を受けられる借手は、それがリースの条件変更に該当
する場合、改訂前のIFRS第16号では条件変更の会計
処理を行います。しかし、このような状況下でリース
の借手が大量のリース契約について条件変更に該当す
るか検討して会計処理を行うことは困難であるため、
IASBは一定の場合に簡便的に処理することを認める
基準改訂を行いました。リースの借手は簡便法を適用
する場合、賃料の減免等がリースの条件変更に該当す
るかどうかを検討する必要はありません。
上記適用要件の期日は、もともとは「21年6月30日
以前」とされていましたが、感染拡大が想定された期間
を超えて続いていることから、21年改正により、「22

年6月30日以前」へと延長されることとなりました。

2. 簡便法の適用要件
簡便法は、新型コロナウイルスの感染拡大に直接起
因する賃料減免であり、かつIFRS第16号第46B項に
定める以下の全ての条件を満たすものにのみ適用され
ます。

なお、簡便法はリースの貸手には適用できません。

近年、IFRS第9号、IFRS第15号及びIFRS第16号
といった新基準の適用が続いていましたが、22年3月
期は大型の新基準の適用はなく、上記のような既存の
基準の改訂の適用となっています。しかし、関連する
取引が発生した場合には、正しい会計処理を行うとと
もに会計方針や求められる注記も適切に開示すること
にかわりはないため、IASBやIFRS解釈指針委員会の
基準改訂動向について注視しつつ事前の準備と検討が
重要となります。

IFRS実務講座

Ⅳ　新型コロナウイルス感染症に関連した賃料の
減免（改訂IFRS第16号の適用期限の延長）

• リース料の変更が、実質的に変更直前のリース
の対価と同じ、又はそれ未満となるようなリー
スの対価の改訂をもたらす

• 22年6月30日以前を当初の期日としていた支
払いのみに影響を及ぼすリース料の減少である
（例えば、22年6月30日より前のリース料につ
いては減額されるが、22年6月30日より後の
リース料は増額される場合などが考えられる）

• リースのその他の条項や条件に実質的な変更が
ない

Ⅴ　おわりに

お問い合わせ先
EY新日本有限責任監査法人
品質管理本部　IFRSデスク
E-mail：ifrs@jp.ey.com

• A5判　第一法規
• 価格　上：22,000円＋税、中：22,000円＋税、下：21,500円＋税

金融・保険：25,200円+税
本書は、EYの国際財務報告基準（IFRS）に関するナレッジを結集し
た国内最高レベルの本格的専門書の最新日本語版です。新基準を含め
た幅広い項目を収録し、規定やその背景にある理論のみならず、実務
上の論点やその対応、さらに、日本企業がIFRSを適用する際に生じる
論点やそれらに対するEYの解釈を加えており、実践的な解説書となっ
ています。わが国においてもIFRS適用がますます広がりを見せる中
で、財務諸表作成者や職業会計人など、全ての方に必携の実務書です。

IFRS国際会計の実務　International GAAP 2022 （上・中・下巻）
IFRS国際金融・保険会計の実務　International GAAP 2022
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